
様式１ 

プロポーザル参加申込書兼暴力団排除に関する誓約書 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について誓約し、加

え「佐伯商工会議所ホームページリニューアル制作プロポーザル公告」の記載内容を熟読

のうえ、令和６年 12 月 16 日に実施される佐伯商工会議所ホームページリニューアル制作

業務に関するプロポーザルに参加を申し込みます。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約

に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 
 
１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 
（１） 契約の相手方として不適当な者 

① 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き 
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（２） 契約の相手方として不適当な行為をする者 
① 暴力的な要求行為を行う者 
② 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
④ 偽計又は威力を用いて佐伯商工会議所職員等の業務を妨害する行為を行う者 
⑤ その他前各号に準ずる行為を行う者 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としませ

ん。 
３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協

力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係者である

ことが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 
４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介

入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、

発注元の契約担当課等へ報告を行います。 
 

                申込者（誓約者） 
                   住 所 
                   商 号 
                   代表者                 ㊞ 
 
本件に係る連絡先           担当課   佐伯商工会議所 総務課      
                   ＴＥＬ   0972-22-1550 
                   E-Mail   info@saikicci.or.jp 


